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pression heat pump that circulates a refrigerant oetween the condenser and the evaporator; a second sensor for measuring
the power consumption o f a compressor that compresses the refrigerant that has passes through the evaporator; and a
diagnostic unit for detecting a defect in the condenser or the evaporator on the basis o f a change in the power consumption
o f the fan system and the compressor during a prescribed period.

(57) 要 約 ：冷 媒 圧 縮 式 ヒ ー トポ ン プ 利 用 機 器 の 保 守 、 点 検 作 業 を 効 率 化 す る。 冷 媒 圧 縮 式 ヒ ー
トポ ンプ の 診 断 装 置 は、 凝 縮 器 と 蒸 発 器 と の 間 に 冷 媒 を 循 環 さ せ る 冷 媒 圧 縮 式 ヒ ー トポ ン プ の
前 記 凝 縮 器 と 前 記 蒸 発 器 に そ れ ぞ れ 風 を 当 て る フ ァ ン 系 統 の 消 費 電 力 を 測 定 す る 第 1 の セ ンサ
と、 前 記 蒸 発 器 を 通 過 した 冷 媒 を 圧 縮 す る 圧 縮 機 の 消 費 電 力 を 測 定 す る 第 2 の セ ン サ と、 所 定
の 期 間 に お け る 前 記 フ ァ ン 系 統 と 前 記 圧 縮 機 の 消 費 電 力 の 変 化 に 基 づ い て、 前 記 凝 縮 器 と 前 記
蒸発器 の いずれ か にお ける不具合 の有無 を検 出す る診 断部 と、 を備 え る。



明 細 書

発明の名称 ：

冷媒圧縮式 ヒー 卜ポンプ利用機器、冷媒圧縮式 ヒー 卜ポンプの診断装置及

び冷媒圧縮式 ヒー 卜ポンプの診断方法

技術分野

[0001 ] 本発明は、冷媒圧縮式 ヒ一 卜ポンプ （蒸気圧縮式 ヒ一 卜ポンプ ；V a p o

r — c o m p r e s s i o n H e a t p u m p s とも吕う。 ) 禾U用機器

、冷媒圧縮式 ヒー 卜ポンプの診断装置及び冷媒圧縮式 ヒー 卜ポンプの診断方

法に関 し、特 に、凝縮器 と蒸発器 との間に冷媒を循環させる冷媒圧縮式 ヒ一

卜ポンプ利用機器、冷媒圧縮式 ヒー 卜ポンプの診断装置及び冷媒圧縮式 ヒー

卜ポンプの診断方法に関する。

背景技術

[0002] 特許文献 1 に、冷媒サイクルシステムの動作の各種局面を監視できるとい

うリアルタイム監視システムが開示されている。具体的には、 この リアルタ

ィ厶監視システムは、冷媒サイクルシステムへの供給電力を測定 し、センサ

か らのデータを収集 してシステム効率 に関する性能指数の計算にセンサデ一

タを用いるプロセ ッサを含むとされている。前記センサ と しては、蒸発器の

入口空気温度センサ、蒸発器の出口空気温度センサ、蒸発器の空気流量セン

サ、空気湿度センサ、差圧センサ等が例示されている。 また、前記供給電力

の測定 と して、圧縮機 1 0 5 、凝縮器 ファン 1 2 2 、 ファン 1 2 3 により消

費される電力を検 出する電力センサを配置することが記載 されている （段落

0 1 0 4 、 0 1 1 5 ) 。

[0003] また、空調システムにおける熱交換効率 を低下させる不具合の検 出技術 と

して特許文献 2 に記載のものがある。同文献 によると、冷媒の温度、内気の

吸気 ' 排気温度、外気の吸気 排気温度 を収集 し、 これ ら収集データに基づ

いて内気側の熱交換効率 i または/ 及び外気側の熱交換効率 0 を算出 し、

これ らの熱交換効率の比 " 7? 7? 0 " と、予め設定される閾値 とに基づいて



、例えば防塵用のフィルタの目詰まり等の不具合発生を検知することが記載

されている。

[0004] 蒸気圧縮冷凍機に代表される冷媒圧縮式ヒー 卜ポンプ利用機器の不具合に

は、ファン故障、圧縮機 （コンプ レッサー）故障など機械的な故障だけでな

く、熱交換器のフィン部の目詰まりによる機能低下、機能不全がある。点検

、保守の場面においては、これらの要因を見極めるための作業が複雑であり

、発見 通報から復旧作業まで多大な時間を要するという問題点がある。例

えば、飲食店やコンビニエンスス トアの冷凍機 （冷蔵庫を含む）に不具合が

発生すると、発見、通報から復旧作業までの間の機会喪失も大きな問題とな

る。実際、保守作業においては、原因特定と復旧作業との 2 回の出動が多 く

、保守効率化及び業務継続性が課題となっている。

[0005] さらに、この冷媒圧縮式ヒー トポンプ利用機器の場合、熱交換器として、

凝縮器と蒸発器が備えられている。凝縮器は蒸気圧縮冷凍サイクルの高温側

に配置され、蒸発器は低温側に配置されるため、点検箇所も別の場所となり

、作業が複雑となる一因となっている。

先行技術文献

特許文献

[0006] 特許文献1 ：特表 2 0 0 8 —5 1 0 1 2 2 号公報

特許文献2 ：特開 2 0 1 4 _ 1 5 6 9 7 0 号公報

発明の概要

発明が解決 しょうとする課題

[0007] 以下の分析は、本発明によって与えられたものである。

特許文献 2 では、熱交換器の吸気温度と排気温度との差から熱交換性能を

見積もり、その低下により熱交換器の目詰まりを検出する方法が提案されて

いる。 しか しながら、この方式では、これらの原因が、ファンの故障ゃファ

ン能力低下である場合、正 しく熱交換性能を見積もれないため、目詰まりで

あるか、ファンの故障であるか、コンプレッサーの故障であるか区別ができ



な い とい う問題 点 が あ る。 結 果 と して、 特 許 文献 2 の方 法 で は、 復 旧 まで に

時 間 が長 くな つて しま う可 能 性 が あ る。

[0008] — 方 、 特 許 文献 1 の よ うに、 冷 媒 サ イ クル シ ス テ ム の各 所 にセ ンサ を増 設

して、 そ れ ぞ れ のパ フ ォー マ ンス を監 視 す る こ と も考 え られ るが、 多 大 な費

用 が か か つて しま う とい う問題 点 が あ る。

[0009] 本 発 明 は、 上 記 した冷 媒 圧 縮 式 ヒ一 卜ポ ン プ利 用機 器 の保 守 、 点検 作 業 の

効 率 化 に貢献 で きる冷 媒 圧 縮 式 ヒー 卜ポ ン プ利 用機 器 、 冷 媒 圧 縮 式 ヒー 卜ポ

ン プの診 断装 置 及 び 冷 媒 圧 縮 式 ヒー トポ ン プの診 断 方 法 を提 供 す る こ とを 目

的 とす る。

課題 を解決するための手段

[001 0] 第 1 の視 点 に よれ ば、 凝 縮 器 と蒸 発 器 との 間 に冷 媒 を循 環 させ る冷 媒 圧 縮

式 ヒ一 卜ボ ン プの前 記 凝 縮 器 と前 記 蒸 発 器 にそ れ ぞ れ風 を 当 て る フ ァン系 統

の消 費 電 力 を測 定 す る第 1 の セ ンサ と、 前 記 蒸 発 器 を通 過 した冷 媒 を圧 縮 す

る圧 縮 機 の消 費 電 力 を測 定 す る第 2 の セ ンサ と、 所 定 の期 間 に お け る前 記 フ

ァン系 統 と前 記 圧 縮 機 の消 費 電 力 の変 化 に基 づ い て、 前 記 凝 縮 器 と前 記 蒸 発

器 の い ず れ か に お け る不 具 合 の有 無 を検 出 す る診 断部 と、 を備 え た冷 媒 圧 縮

式 ヒー トボ ン プの診 断装 置 が提 供 され る。

[001 1] 第 2 の視 点 に よれ ば、 上 記 冷 媒 圧 縮 式 ヒー トポ ン プの診 断装 置 を 内蔵 した

冷 媒 圧 縮 式 ヒー 卜ポ ン プ利 用機 器 が提 供 され る。

[001 2] 第 3 の視 点 に よれ ば、 凝 縮 器 と蒸 発 器 との 間 に冷 媒 を循 環 させ る冷 媒 圧 縮

式 ヒ一 卜ボ ン プの前 記 凝 縮 器 と前 記 蒸 発 器 にそ れ ぞ れ風 を 当 て る フ ァン系 統

の消 費 電 力 を測 定 す るス テ ップ と、 前 記 蒸 発 器 を通 過 した冷 媒 を圧 縮 す る圧

縮 機 の消 費 電 力 を測 定 す るス テ ツプ と、 前 記 フ ァン系 統 と前 記 圧 縮 機 の消 費

電 力 の変 化 に基 づ い て、 前 記 凝 縮 器 と前 記 蒸 発 器 の い ず れ か に お け る不 具 合

の有 無 を検 出 す るス テ ップ と、 を含 む冷 媒 圧 縮 式 ヒー 卜ポ ン プの診 断 方 法 が

提 供 され る。 本 方 法 は、 凝 縮 器 と蒸 発 器 との 間 に冷 媒 を循 環 させ る冷 媒 圧 縮

式 ヒ一 卜ポ ン プ を診 断 す る装 置 とい う、 特 定 の機 械 に結 び つ け られ て い る。

発明の効果



[00 13 ] 本発明によれば、冷媒圧縮式 ヒ一 卜ポ ンプ利用機器の保守、点検作業 を効

率化することが可能 となる。

図面の簡単な説明

[00 14 ] [ 図 1 ] 本発明の一実施形態の構成 を示す図である。

[ 図 2 ] 本発明の一実施形態の診断部が用いる判定テーブルの一例 を示す図であ

る。

[ 図 3 ] 本発明の一実施形態 によ り凝縮器異常 と判定された状態 を示す図である

[ 図4 ] 本発明の一実施形態 によ り蒸発器異常 と判定された状態 を示す図である

[ 図 5 ] 本発明の第 1 の実施形態の冷凍機 の構成 を示す図である。

[ 図 6 ] 本発明の第 1 の実施形態の冷凍機 に接続 される診断システムの構成 を示

す図である。

[ 図 7 ] 本発明の第 1 の実施形態の診断システムに算出される消費電力の変動率

の推移の例 を示す図である。

[ 図 8 ] 本発明の第 1 の実施形態の診断システムの動作 を表 したフローチヤ一 卜

である。

[ 図 9 ] 本発明の第 1 の実施形態の診断システムに算出される消費電力の変動率

の推移の別の例 を示す図である。

[ 図 10 ] 本発明の第 2 の実施形態の冷凍機 に接続 される診断システムの構成 を

示す図である。

[ 図 1 1 ] 本発 明の第 2 の実施形態の診断システ厶の動作 を表 したフローチヤ一

卜である。

[ 図 12 ] 本発明の変形実施形態 を説明するための図である。

発明を実施するための形態

[00 15 ] は じめに本発明の一実施形態の概要 について図面 を参照 して説明する。な

お、 この概要 に付記 した図面参照符号は、理解 を助 けるための一例 と して各

要素 に便宜上付記 したものであ り、本発明を図示の態様 に限定することを意



図するものではない。また、以降の説明で参照する図面等のプロック間の接

続線は、双方向及び単方向の双方を含む。一方向矢印については、主たる信

号 （データ）の流れを模式的に示すものであり、双方向性を排除するもので

はない。

[001 6] 本発明は、その一実施形態において、図 1 に示すように、凝縮器 1 1 A と

蒸発器 1 3 A との間に冷媒を循環させる冷媒圧縮式ヒー トポンプの診断装置

において、第 1 のセ ンサ 2 1 A と、第 2 のセ ンサ 2 2 A と、診断部 3 0 A と

、を備えた構成にて実現できる。

[001 7] より具体的には、第 1 のセンサ 2 1 A は、凝縮器 1 1 A と蒸発器 1 3 A に

それぞれ風を当てるファン系統の消費電力W 1 を測定する。第 2 のセ ンサ 2

2 A は、前記蒸発器 1 3 A を通過 した冷媒を圧縮する圧縮機 1 O A の消費電

力W 2 を測定する。

[001 8] そ して、前記診断部 3 O A は、所定の期間における前記ファン系統と前記

圧縮機の消費電力の変化に基づいて、凝縮器 1 1 A と蒸発器 1 3 A のいずれ

かにおける不具合の有無を検出する。

[001 9] 図 2 は、上記診断部 3 0 A が用いる判定テ一プルの一例を示す図である。

図 2 の例では、ファン系統の消費電力W 1 が増である場合に、熱交換器 （凝

縮器 1 1 A と蒸発器 1 3 A ) のいずれかにおける異常が発生 していると判定

している。これは、熱交換器のいずれかに目詰まり等が発生すると、ファン

2 3 A 、 2 4 A に対する圧力損失が増大 し、ファン電力も増大するからであ

る。

[0020] さらに、図 2 の判定テ一プルでは、圧縮機の消費電力W 2 が、増大 してい

るか、減少 しているかにより、凝縮器 1 1 A と蒸発器 1 3 A のうちどちらに

異常が発生 しているかを特定可能となっている。

[0021 ] 例えば、ファン系統の消費電力W 1 が増、かつ、圧縮機の消費電力W 2 も

増である場合、診断部 3 O A は、凝縮器 1 1 A の異常と判定する。これは、

図 3 に示すように、凝縮器 1 1 A に目詰まり等が発生すると、凝縮器 1 1 A

で十分に放熱がなされなくなる （放熱不良）。結果として、凝縮器 1 1 A の



前後の配管内部が、正常時に比べて高温高圧になり、圧縮機 1 O A の仕事が

増えるからである （消費電力が増大する）。

[0022] また例えば、ファン系統の消費電力W 1が増、かつ、圧縮機の消費電力W

2 が減である場合、診断部 3 0 A は、蒸発器 1 3 A の異常と判定する。これ

は、図4 に示すように、蒸発器 1 3 A に目詰まり等が発生すると、蒸発器 1

3 A で十分な吸熱がなされなくなる （吸熱不良）。結果として、蒸発器 1 3

A の前後の配管内部が、正常時に比べて高温高圧になり、圧縮機 1 O A の仕

事が減るからである （消費電力は減少する）。

[0023] 以上のように、本実施形態によれば、ファン系統の消費電力W 1の変化と

、圧縮機の消費電力W 2 の変化により、凝縮器 1 1 A と蒸発器 1 3 A のうち

、熱交換機能の不具合が発生している方を特定することが可能となる。

[0024] これにより、原因特定が済むため、現場への出動は復旧作業の 1回で済む

ことになり、保守効率化及び業務継続性が改善される。なお、冷媒圧縮式ヒ

—卜ポンプを搭載した機器としては、冷凍機、冷蔵庫、ショ一ケース等が想

定されるが、これらに限られるものではない。例えば、冷媒圧縮式ヒ一卜ポ

ンプを用いた空調装置、給湯器、冷水器の診断等にも適用することが可能で

ある。

[0025] [第 1の実施形態]

続いて、本発明を冷凍機の診断システムに適用した第 1の実施形態につい

て図面を参照して詳細に説明する。はじめに蒸気圧縮冷凍機の基本構造につ

いて説明する。図5 は、本発明の第 1の実施形態の冷凍機の構成を示す図で

ある。図5 を参照すると、それぞれ冷媒を運ぶ配管 （矢線参照）で接続され

た圧縮機 1 0 、凝縮器 1 1、膨張弁 1 2 、蒸発器 1 3 とによって構成される

蒸気圧縮冷凍機が示されている。

[0026] 圧縮機 1 0 は、冷凍庫内の配管から入力される冷媒 （気体）を圧縮して高

温高圧の冷媒 （気体）として、凝縮器 1 1側に出力する。

[0027] 凝縮器 1 1 には、外気を吸い込んで凝縮器 1 1のフィンに風を送るファン

2 4 が対向して設けられる （なお、図5 では、風向をわかりやすくするため



に、ファン2 4 の風向と凝縮器 1 1 の位置をずらしている）。凝縮器 1 1 の

フィンに風が当たることにより、圧縮機 1 0 から出力された高温高圧の冷媒

(気体）は冷やされ、高圧の液体となって、膨張弁 1 2 に入力される。

[0028] 膨張弁 1 2 は、凝縮器 1 1 で高圧の液体に変換された冷媒の圧力を下げて

、蒸発器 1 3 側に出力する。

[0029] 蒸発器 1 3 には、外気を吸い込んで蒸発器 1 3 のフィンに風を送るファン

2 3 が対向して設けられる （なお、図 5 では、風向をわかりやすくするため

に、ファン2 3 の風向と蒸発器 1 3 の位置をずらしている）。蒸発器 1 3 の

フィンに風が当たることにより、膨張弁 1 2 から出力された低圧の冷媒 （液

体）は温められ、気化する。このとき、ファン 2 3 から送られた空気の熱が

吸い取られることにより、冷風が作り出される。この冷風が、冷凍庫内に吹

き出され、冷凍庫内が所定の温度に保たれることになる。

[0030] 図 6 は、本発明の第 1 の実施形態の冷凍機に接続される診断システムの構

成を示す図である。図 6 を参照すると、ファン系統電力測定部 1 1 1 と、圧

縮機電力測定部 1 1 2 と、電力記憶部 1 1 3 と、電力変動率算出部 1 1 4 と

、異常個所判定部 1 1 5 と、表示部 1 1 6 と、を備えた構成が示されている

[0031 ] ファン系統電力測定部 1 1 1 は、図 5 に示 したファン 2 3 、 2 4 の配線と

接続され、 2 つのファン 2 3 、 2 4 で消費される電力を測定する。ファン系

統電力測定部 1 1 1 の測定データは、電力記憶部 1 1 3 に送られて、所定期

間保持される。

[0032] 圧縮機電力測定部 1 1 2 は、図 5 に示 した圧縮機 1 0 の配線と接続され、

圧縮機 1 0 で消費される電力を測定する。圧縮機電力測定部 1 1 2 の測定デ

—タは、電力記憶部 1 1 3 に送られて、所定期間保持される。

[0033] なお、ファン系統電力測定部 1 1 1及び圧縮機電力測定部 1 1 2 としては

負荷と電源の間に接続する電力量計を用いることができる。また、電力記憶

部 1 1 3 への測定データの送信は有線であっても無線であってもよい。

[0034] 電力記憶部 1 1 3 は、ファン系統電力測定部 1 1 1及び圧縮機電力測定部



1 1 2 から送られた測定データ （消費電力積算値）を所定期間記憶する。

[0035] 電力変動率算出部 1 1 4 は、電力記憶部 1 1 3 から、所定の期間分のファ

ン系統及び圧縮機の測定データ （消費電力積算値）を読み出して、当該期間

と、ひとつ前の期間の消費電力の変化を示す変動率を計算する。

[0036] 図 7 は、本発明の第 1 の実施形態の診断システムに算出される消費電力の

変動率の推移の例を示す図である。図 7 の例では、 1 2 時間毎の測定データ

(消費電力積算値）を用いて、前期間との変動率を計算 している。

[0037] 異常個所判定部 1 1 5 は、電力変動率算出部 1 1 4 にて算出されたファン

系統及び圧縮機の変動率に基づいて、異常の発生の有無や、その箇所を判定

する。異常個所判定部 1 1 5 における判定処理の詳細は後に本実施形態の動

作として説明する。

[0038] 表示部 1 1 6 は、異常個所判定部 1 1 5 における判定の結果等が表示され

る。なお、表示部 1 1 6 としては、液晶ディスプレイや有機 E L (エレク ト

口ルミネッセンス）ディスプレイを好ましく用いることができる。また、表

示部 1 1 6 として、複数の L E D ( L i g h t E m i t t i n g D i o

d e ) を用いて、異常の有無や異常の箇所をL E Dの点灯によって示す構成

を採用することもできる。また、診断システム 1 0 0 自体に表示部 1 1 6 を

配置せず、遠隔地で診断システムを監視する監視端末のディスプレイを用い

ることもできる。

[0039] なお、図 6 に示 した診断システムの各機能プロック （処理手段）は、診断

システムを構成する機器に搭載されたプロセッサに、そのハ一 ドウエアを用

いて、上記 した各処理を実行させるコンピュ一タプログラムにより実現する

こともできる。

[0040] 続いて、本実施形態の動作について図面を参照 して詳細に説明する。図 8

は、本発明の第 1 の実施形態の診断システムの動作を表 したフローチヤ一 卜

である。図 8 を参照すると、まず、ファン系統電力測定部 1 1 1 が、ファン

系統の消費電力を測定 し、電力記憶部 1 1 3 に測定データを送る （ステップ

S 0 0 1 ) 。



[0041 ] 次 に、電力変動率算出部 1 1 4 が、所定の契機 （例えば、 n 時間毎）で、

電力記憶部 1 1 3 か らフ ァン系統の測定データを読み出 し、 フ ァン系統の電

力変動率を算出する （ステ ップS O 0 2 ) 。

[0042] 次 に、異常個所判定部 1 1 5 が、 フ ァン系統の電力変動率に有意な変化が

あつたか否かを確認する （ステ ップS O 0 3 ) 。例えば、 ファン 2 3 、 2 4

に故障がな く、凝縮器 1 1 及び蒸発器 1 3 のフィンが定期的に清掃されてい

るのであれば、 ファン系統の電力変動率に有意な変化はない。 この場合 （ス

テ ツプS O 0 3 の N O ) 、診断処理は終了となる。

[0043] —方、ステ ップS 0 0 3 でフ ァン系統の電力変動率に有意な変化があった

場合 （ステ ップ S 0 0 3 の Y E S ) 、異常個所判定部 1 1 5 は、 フ ァンの故

障に起因するものであるか否かを確認する （ステ ップS O 0 4 ) 。例えば、

ファン系統の電力変動率の変化が、 ファンの故障 （不作動）によるものであ

る場合、異常個所判定部 1 1 5 は、 ファンの故障と判定 し、その旨を表示部

1 6 に表示する （ステ ップS 0 0 5 ) 。

[0044] —方、ステ ップS 0 0 4 でファン系統の故障と判定できなかった場合 （ス

テ ツプS 0 0 4 の N O ) 、圧縮機電力測定部 1 1 2 が、圧縮機の消費電力を

測定 し、電力記憶部 1 1 3 に測定データを送る （ステ ップS 0 0 6 ) 。なお

、圧縮機電力測定部 1 1 2 による圧縮機の消費電力の測定は、 フ ァン故障が

認め られない場合以外にも行 ってもよい。例えば、ステ ップS 0 0 1 のファ

ン系統の消費電力の測定に続いて、圧縮機の消費電力の測定を行 ってもよい

[0045] 次 に、電力変動率算出部 1 1 4 が、所定の契機 （例えば、 n 時間毎）で、

電力記憶部 1 1 3 か ら圧縮機の測定データを読み出 し、圧縮機の電力変動率

を算出する （ステ ップS 0 0 7 ) 。

[0046] 次 に、異常個所判定部 1 1 5 が、圧縮機 1 0 の電力変動率に基づいて、圧

縮機 に故障が生 じているか否かを確認する （ステ ップS 0 0 8 ) 。例えば、

圧縮機の電力変動率の変化が、圧縮機の故障 （不作動）によるものである場

合、異常個所判定部 1 1 5 は、圧縮機の故障と判定 し、その旨を表示部 1 6



に表示する （ステ ップS O 0 9 ) 。

[0047] —方、ステ ップS 0 0 8 で圧縮機 1 0 の故障と判定できなかった場合 （ス

テ ツプS O 0 8 の N O ) 、異常個所判定部 1 1 5 は、圧縮機 1 0 の電力変動

率の変化が正の値か負の値かを確認する （ステ ップS O 1 0 ) 。圧縮機の電

力変動率の変化が正の値である場合、即ち、負荷が増加 している場合 （ステ

ップS O 1 0 の 「負荷増大」）、異常個所判定部 1 1 5 は、凝縮器 1 1 の目

詰まりと判定 し、その旨を表示部 1 6 に表示する （ステ ップS O 1 1 ) 。

[0048] 例えば、図 7 の 2 0 1 6 Z 3 Z 2 9の 0 ：0 0 — 1 2 ：0 0 のデータのよ

うに、 ファン系統の消費電力が有意に増大 し （図 7 の例では 5 % ) 、かつ、

圧縮機 1 0 の電力変動率の変化が正の値 （図 7 の例では 1 % ) である場合、

異常個所判定部 1 1 5 は、凝縮器 1 1 の目詰まりと判定することになる。

[0049] ステ ツプS 0 1 0 で圧縮機 1 0 の電力変動率の変化が負の値である場合、

即ち、負荷が減少 している場合 （ステ ップS 0 1 0 の 「負荷減少」）、異常

個所判定部 1 1 5 は、蒸発器 1 3 の目詰まりと判定 し、その旨を表示部 1 6

に表示する （ステ ップS 0 1 2 ) 。

[0050] 例えば、図 9 の 2 0 1 6 Z 3 Z 2 9の 0 ：0 0 — 1 2 ：0 0 のデータのよ

うに、 ファン系統の消費電力が有意に増大 し （図 9 の例では 5 % ) 、かつ、

圧縮機 1 0 の電力変動率の変化が負の値 （図 9 の例では一 1 % ) である場合

、異常個所判定部 1 1 5 は、蒸発器 1 3 の目詰まりと判定することになる。

[0051 ] 以上のように、本実施形態によれば、凝縮器 1 1 と蒸発器 1 3 にそれぞれ

センサを取 り付け、その効率等を計算 しな くても、 どち らに異常が発生 した

かを特定することが可能 となる。例えば、凝縮器 1 1 に目詰まりが発生 した

ことを特定できれば、蒸発器 1 3 は問題ないので、図 5 の冷凍庫の庫外の凝

縮器 1 1 回 りを清掃、メンテナンスすればよいことになる。 このため、冷凍

庫内の商品等を取 り出す必要がな くなるので、ユーザ一側の機会損失も抑え

ることが可能 となる。

[0052] [ 第 2 の実施形態]

続いて、上記第 1 の実施形態のファン系統電力測定部 1 1 1 及び圧縮機電



力測定部 1 1 2 を 1 つの電力量計に置換 した第 2 の実施形態について説明す

る。以下、第 1 の実施形態との相違点を中心に説明する。

[0053] 図 1 0 は、本発明の第 2 の実施形態の冷凍機に接続される診断システム 1

0 O A の構成を示す図である。図 6 に示 した第 1 の実施形態との相違点は、

ファン系統電力測定部 1 1 1及び圧縮機電力測定部 1 1 2 の代わりに、電力

測定部 1 2 0 と、測定電力機器分離部 1 2 1 とが備えられている点である。

その他構成は、第 1 の実施形態と同様であるので説明を省略する。

[0054] 電力測定部 1 2 0 は、図 5 に示 した冷凍機と分電盤との間に接続され、冷

凍機全体で消費される電力のリアルタイ厶値を測定 し、測定 したデータを測

定電力機器分離部 1 2 1 に送る。

[0055] 測定電力機器分離部 1 2 1 は、電力測定部 1 2 0 にて測定されたデータに

基づいて、ファン系統と圧縮機 1 0 で消費されている電力を分離 し、電力記

憶部 1 1 3 に送る消費電力推定部に相当する。なお、測定電力機器分離部 1

1 における機器別の電力の分離は、例えば、各機器が動作 しているときの

電流 電圧波形の違いから各機器の消費電力を推定する方法 （例えば、本出

願人による国際公開第 2 0 1 5 / 0 0 8 6 4 5 号公報の監視方法参照）を採

ることができる。

[0056] 続いて、本実施形態の動作について図面を参照 して詳細に説明する。図 1

は、本発明の第 2 の実施形態の診断システムの動作を表 したフローチヤ一

卜である。図 8 に示 した第 1 の実施形態との相違点は、図 8 のステップS O

0 1、 S 0 0 6 のファン系統及び圧縮機の電力測定が、上記電力測定部 1 2

0 及び測定電力機器分離部 1 2 1 によるファン系統電力算出、圧縮機電力算

出 （ステップS 0 0 1 A 、 S 0 0 6 A ) に置き換わっている点である。その

他の動作は、第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

[0057] 第 2 の実施形態は、第 1 の実施形態と比較 して、ファン系統、圧縮機それ

ぞれにセンサを設置 しなくてもよいという利点がある。これは単に部品点数

が減るというだけでなく、主要国で採用されている法制度上でも利便がある

。例えば、曰本国においては、冷凍、冷蔵用のシ ョーケースは、電気用品安



全法上の特定電気用品にあたり、その他各種の空調機や冷凍機全般も特定電

気用品以外の電気用品 （電動力応用機械器具）に該当する。このため、各所

へのセンサの後付けは、改造扱いとなり、第 1の実施形態の構成を採ること

が困難となる場合がある。第 2 の実施形態によれば、上述のとおり、分電盤

や冷凍機を接続した電源ァゥ卜レツ卜ゃ分電盤で測定したデータを用いるこ

とができるという利点がある。

[0058] 以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明は、上記した実施形態に

限定されるものではなく、本発明の基本的技術的思想を逸脱しない範囲で、

更なる変形 置換 調整を加えることができる。例えば、各図面に示した全

体構成、各要素の構成、データの表現形態は、本発明の理解を助けるための

—例であり、これらの図面に示した構成に限定されるものではない。

[0059] 例えば、上記した実施形態では、冷凍機を想定して、ファン2 3 、 2 4 が

所定の速度で回転するモータで駆動されるものとして説明した。この場合、

熱交換器や圧縮機の状態が不変ならば平均的な消費電力の変化は起こらない

。一方、空調機や大型冷凍機等、ファンの動作が外気温や湿度に応じて自動

制御される構成においては、消費電力も制御内容に応じて増減することにな

る。このような自動制御に基づく消費電力の変動を取り除くためには、消費

電力の変動率の計算式 （前記凝縮器又は蒸発器で不具合が発生していると判

断する条件）に、補正項を加えたり、閾値に変更を加えることが望ましい。

例えば、外気温が上がった場合、消費電力の変動率の異常を検出する閾値を

増大させることで、ファンの駆動による消費電力の上昇と、目詰まりによる

消費電力の上昇とを区別することが可能となる。このように、外部環境に応

じて閾値を関数として決めておくことで、環境変動に応じた自動制御に基づ

く消費電力変動を取り除くことができる。

[0060] ここで、平均的消費電力とは数分オーダ一の規模の平均であるとする。冷

凍サイクルによっては、循環冷媒の平衡緩和等に由来する数分オーダーの振

動が見られるため、この振動を消去するために平均化する。一方で、熱交換

器の目詰まりや経年的な故障は数日、数週間オーダ一で変化するため、この



ような平均による影響はない。

[0061 ] また例えば、上記 した実施形態では、冷凍機に適用した例を挙げて説明し

たが、上記 した原理から理解されるように、本発明を適用可能な機器は冷凍

機や冷蔵庫に限られない。例えば、冷媒圧縮式ヒー トポンプを用いた空調装

置、給湯器、冷水器の診断等にも適用することが可能である。但 し、外気の

温度やユーザの操作による消費電力が大きい場合は、これらを除外する必要

があるので、そのような外乱要因の少ないヒ一 卜ポンプ利用機器により望ま

しく適用できるといえる。

[0062] また、上記 した実施形態では、 1 2 時間毎の消費電力の変化を用いて異常

の有無や発生箇所を特定するものとして説明したが、消費電力の測定 集計

間隔は、本発明が適用されるヒー トポンプ利用機器や、ユーザの使用態様に

応 じて変更することが可能である。また、消費電力の測定 集計間隔は、固

定である必要はなく、例えば、熱交換器フィンのメンテナンスや清掃からの

経過時間が増えるに従って、消費電力の測定 集計間隔を短くしていくこと

等も可能である。

[0063] また、アイスケース等では、冷却中に蒸発器周辺で発生する霜を数時間毎

(アイスショーケースでは 8 時間〜 1 2 時間といった事例がある）にヒータ

—により融解除去する霜取り運転を行う。この場合、機器の平常電力の時間

発展は、図 1 2 に示すように、霜取り時間から徐々に時間減衰する。これは

、庫内の温度が霜取りにより上昇 し、冷却負荷が上昇 し、庫内が冷えること

によって徐々に冷却負荷が減少するためである。このような場合には、ここ

での電力の時間減衰曲線は負荷が正常運転であり一定であるならば再現性が

あるため、この減衰曲線をモデル曲線として記憶 しておき、霜取り時間から

の時間に応 じた平常電力をモデル曲線と比較 して、変動率を算出することが

できる。

[0064] また、店舗等、外部環境条件の安定性が高い環境では、上記のモデル曲線

はほぼ一定とみることができるが、外部環境条件の変動が大きい環境におい

ては、モデル曲線が外部環境条件に応 じて変動するため、その依存性を調べ



てお く必要がある。例 えば、温度 湿度 に応 じて電力のモデル曲線 を作 って

おき、判断時は温度 湿度 に応 じてモデル曲線 を呼び出 し、 モデル曲線か ら

得 られる正常電力 と比較 して、変動率 を算出する。

最後 に、本発明の好 ま しい形態 を要約する。

[ 第 1 の形態 ]

(上記第 1 の視点による冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断装置参照）

[ 第 2 の形態 ]

上記 した冷媒圧縮式 ヒ一 卜ポ ンプの診断装置 において、 さ らに、

前記所定の期間における前記 ファン系統の消費電力の上昇率が所定の閾値

を超 え、かつ、

前記所定の期間における前記圧縮機 の消費電力の上昇率が所定の閾値 を超

えている場合、凝縮器で不具合が発生 していると判断する異常箇所判定部 を

備 えることが好 ま しい。

[ 第 3 の形態 ]

上記 した冷媒圧縮式 ヒ一 卜ポ ンプの診断装置 において、 さ らに、

前記所定の期間における前記 ファン系統の消費電力の上昇率が所定の閾値

を超 え、かつ、

前記所定の期間における前記圧縮機 の消費電力の上昇率が所定の閾値 を超

えていない場合、蒸発器で不具合が発生 していると判断する異常箇所判定部

を備 えることが好 ま しい。

[ 第 4 の形態 ]

上記 した冷媒圧縮式 ヒー トポ ン プの診断装置の前記凝縮器 と蒸発器 にそれ

ぞれ風 を当てるフ ァンは、所定の速度で回転するモ ータで駆動 されることが

好 ま しい。

[ 第 5 の形態 ]

上記 した冷媒圧縮式 ヒー トポ ン プの診断装置の前記凝縮器 と蒸発器 にそれ

ぞれ風 を当てるファンと圧縮機 が、気温センサの値 に基づいて、制御 される

モ ータで駆動 されている場合、前記凝縮器又は蒸発器で不具合が発生 してい



ると判断する条件が、前記気温センサの値 に基づいて変更されることが好 ま

しい。

[ 第 6 の形態 ]

上記 した冷媒圧縮式 ヒ一 卜ポ ンプの診断装置 において、

前記第 1 、第 2 のセンサに代 えて、

前記冷媒圧縮式 ヒー トポ ンプを搭載 した機器全体の消費電力の変化か ら、

前記凝縮器 と蒸発器 にそれぞれ風 を当てるファン系統 と前記圧縮機 の消費電

力をそれぞれ推定する消費電力推定部 を備 え、

前記診断部 は、前記推定 した前記凝縮器 と蒸発器 にそれぞれ風 を当てるフ

ァン系統 と前記圧縮機 の消費電力の変化 に基づいて、前記凝縮器 と前記蒸発

器のいずれかにおける不具合の有無 を検 出する構成 を採 ることがで きる。

[ 第 7 の形態 ]

(上記第 2 の視点による冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプ利用機器参照）

[ 第 8 の形態 ]

(上記第 3 の視点による冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断方法参照）

なお、上記第 7 〜第 8 の形態は、第 1 の形態 と同様 に、第 2 〜第 6 の形態

に展開することが可能である。

なお、上記の特許文献の各開示 を、本書 に引用をもって繰 り込むもの とす

る。本発明の全開示 （請求の範囲を含む）の枠 内において、 さ らにその基本

的技術思想 に基づいて、実施形態ない し実施例の変更 調整が可能である。

また、本発明の開示の枠 内において種 々の開示要素 （各請求項の各要素、各

実施形態ない し実施例の各要素、各図面の各要素等 を含む）の多様な組み合

わせ、ない し選択が可能である。すなわち、本発明は、請求の範囲を含む全

開示、技術的思想 に したが って当業者であればな し得 るであろう各種変形、

修正を含む ことは勿論である。特 に、本書 に記載 した数値範囲については、

当該範囲内に含 まれる任意の数値ない し小範囲が、別段の記載のない場合で

も具体的に記載 されているもの と解釈 されるべ きである。

符号の説明



. 0 A 圧縮機

. A 凝縮器

. A 膨張弁

. 3 A 蒸発器

A 第 1 のセンサ

A 第 2 のセンサ

, 2 3 A 、 2 4 、 2 4 A つ

A 診断部

0 、 1 0 0 A 診断システム

ファン系統電力測定部

圧縮機 電力測定部

3 電力記憶部

電力変動率算出部

5 異 常個所判定部

6 表示部

0 電力測定部

測定電力機器分離部



請求の範囲

[ 請求項 1] 凝縮器 と蒸発器 との間に冷媒 を循環 させ る冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプ

の前記凝縮器 と前記蒸発器 にそれぞれ風 を当てるファン系統の消費電

力を測定する第 1 のセンサ と、

前記蒸発器 を通過 した冷媒 を圧縮する圧縮機 の消費電力を測定する

第 2 のセンサ と、

所定の期間における前記 ファン系統 と前記圧縮機 の消費電力の変化

に基づいて、前記凝縮器 と前記蒸発器のいずれかにおける不具合の有

無 を検 出する診断部 と、

を備 えた冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断装置。

[ 請求項 2 ] さ らに、

前記所定の期間における前記 ファン系統の消費電力の上昇率が所定

の閾値 を超 え、かつ、

前記所定の期間における前記圧縮機 の消費電力の上昇率が所定の閾

値 を超 えている場合、前記凝縮器で不具合が発生 していると判断する

異常箇所判定部 を備 える請求項 1 の冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断装

置。

[ 請求項 3 ] さ らに、

前記所定の期間における前記 ファン系統の消費電力の上昇率が所定

の閾値 を超 え、かつ、

前記所定の期間における前記圧縮機 の消費電力の上昇率が所定の閾

値 を超 えていない場合、前記蒸発器で不具合が発生 していると判断す

る異常箇所判定部 を備 える請求項 1 又は 2 の冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプ

の診断装置。

[ 請求項 4 ] 前記凝縮器 と前記蒸発器 にそれぞれ風 を当てるファンが、所定の速

度で回転するモータで駆動 される請求項 1 か ら 3 いずれか一の冷媒圧

縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断装置。

[ 請求項 5 ] 前記凝縮器 と前記蒸発器 にそれぞれ風 を当てるファンと圧縮機 が、



気温センサの値 に基づいて、制御 されるモータで駆動 され、

前記凝縮器又は前記蒸発器で不具合が発生 していると判断する条件

が、前記気温センサの値 に基づいて変更される請求項 2 又 は 3 の冷媒

圧縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断装置。

[ 請求項6] 前記第 1 、第 2 のセ ンサ に代 えて、

前記冷媒圧縮式 ヒー トポ ン プを搭載 した機器全体の消費電力の変化

か ら、前記凝縮器 と前記蒸発器 にそれぞれ風 を当てるファン系統 と前

記圧縮機 の消費電力をそれぞれ推定する消費電力推定部 を備 え、

前記診断部 は、前記推定 した前記凝縮器 と前記蒸発器 にそれぞれ風

を当てるフ ァン系統 と前記圧縮機 の消費電力の変化 に基づいて、前記

凝縮器 と前記蒸発器のいずれかにおける不具合の有無 を検 出する請求

項 1 か ら4 いずれか一の冷媒圧縮式 ヒ一 卜ポ ンプの診断装置。

[ 請求項7] 請求項 1 か ら 6 いずれか一の冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断装置 を

内蔵 した冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプ利用機器。

[ 請求項8] 凝縮器 と蒸発器 との間に冷媒 を循環 させ る冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプ

の前記凝縮器 と前記蒸発器 にそれぞれ風 を当てるファン系統の消費電

力を測定するステ ップと、

前記蒸発器 を通過 した冷媒 を圧縮する圧縮機 の消費電力を測定する

ステ ツプと、

前記 フ ァン系統 と前記圧縮機 の消費電力の変化 に基づいて、前記凝

縮器 と前記蒸発器のいずれかにおける不具合の有無 を検 出するステ ツ

プと、

を含む冷媒圧縮式 ヒー 卜ポ ンプの診断方法。
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